
令和６年４月期 定例教育委員会議 

 

 

・開 催 日 時  令和６年４月 10日（水） 午前 11時 00分から 

 

・開 催 場 所   羽曳野市役所 別館３階 特別会議室 

 

 

・出 席 者    教 育 長                        村 田 明 彦 

教育長職務代理者          奥 野 貞 一 

委  員              多 田 謙 司 

委  員              新 熊 和 彦 

委  員             古 山 美 穂 

 

・説 明 者    教育監兼生涯学習部長      田 中 直 明 

         学校教育部長          藤 田 晃 治 

         学校教育部理事          黒 木   悟 

         学校教育課長           伊 藤   圭 

         文化財・世界遺産室長      南 口 修 二  

                                  

・事 務 局   教育政策課長             寺 元 麻 子 

教育政策課長補佐           尼 丁 香 奈 

          

 

・議事日程 

日程第１  会議録署名委員の指名について 

 

 

日程第２  教育長月次報告 

 

 

日程第３  議案第１号 

羽曳野市史跡通法寺跡整備検討委員会規則の制定について 

 

日程第４  報告第１号 

後援名義の使用許可について 

 

日程第５  その他 

      ・日程調整など 

      

 



開会：午前 11時 00分 

 

●会議に先だち、教育政策課長より次のとおり口頭にてメンバー紹介がありま

した。 

 

《教育政策課長》 

皆さま、定刻となりましたので、令和６年４月期の定例教育委員会議を開催い

たします。 

会議に先だちまして、本年度最初の会議となり、また初めての方もおられます

のでメンバーのご紹介をさせて頂きます。 

村田教育長でございます。 

奥野教育長職務代理者でございます。 

多田委員でございます。 

古山委員でございます。 

新熊委員でございます。 

田中教育監兼生涯学習部長でございます。 

藤田学校教育部長でございます。 

黒木学校教育理事でございます。 

伊藤学校教育課長でございます。 

事務局の教育政策課長の寺元でございます。教育政策課長補佐の尼丁でござい

ます。 

以上のメンバーで進めて参りますので、よろしくお願いします。 

 

 

[ 教育長 開会の挨拶 ] 

 

日程第１  会議録署名委員の指名について 

 

教育長において、多田委員を指名しました。 

 

 

日程第２  教育長月次報告 

 

教育長から次のとおり口頭にて報告がありました。 

 

（１）３月 27日に、給食献立コンテスト表彰式が行われました。 



（２）３月 29日に、退職辞令交付および管理職辞令交付が行われました。 

（３）３月 30日に、第 46回市長杯軟式野球大会が行われました。 

（４）４月 １日に、辞令交付が行われました。 

 

 

日程第３  議案第１号 

羽曳野市史跡通法寺跡整備検討委員会規則の制定について 

 

●文化財・世界遺産室長より、資料に基づき、羽曳野市史跡通法寺跡整備検討

委員会規則の制定について説明があり承認を求めました。 

 

《文化財・世界遺産室長》 

先の議会にて、執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例の制定

が可決されましたことに伴い、羽曳野市史跡通法寺跡整備検討委員会の組織、

運営その他委員会に関し必要な事項を定めるため、今回規則を制定するもので

す。 

規則案をご覧ください。 

第３条で、組織として５名以内、学識経験者および市民代表者のうちから教育

委員会が委嘱することとしております。 

第４条では、委員の任期を２年としております。 

第７条では、会議の特例として書面による開催が可能であること、第８条では、

必要により会議に関係のある者の出席を求めることができることをそれぞれ定

めています。 

附則として、施行日は令和６年４月 10日としております。 

なお、本規則案についてご承認いただきましたら、来月の定例教育委員会議に

おいて委員の委嘱について、ご審議いただく流れとなります。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

《新熊委員》 

通法寺だけですか。それとも源氏三代のお墓も含んでいるのですか。 

 

《文化財・世界遺産室長》 

通法寺跡は、山門や鐘楼と源氏三代のお墓から成ります。道を挟んだ反対側の

山手にもお墓があり、そこも含めて整備することを考えています。 

 

【採 決】全委員一致により原案どおりに可決することに決定しました。 

 

 

日程第４  報告第１号 

後援名義の使用許可について 

 



●教育政策課長より、資料に基づき、後援名義の使用許可について説明と報告

がありました。 

 

《教育政策課長》 

後援名義の使用許可について、ご説明させていただきます。 

資料をご覧ください。 

前回の教育委員会議以降に教育長が、専決処分を行ったもの４件の報告になり

ます。 

１件目は、専決処分日は３月 28日、団体名は「大阪大谷大学」、事業名は「2024

年度大阪大谷大学公開講座」です。 

２件目は、専決処分日は３月 29 日、団体名は「大阪学童保育連絡協議会」、事

業名は「第 55回大阪学童保育研究集会」です。 

３件目は、専決処分日は４月３日、団体名は「羽曳野市グラウンド・ゴルフ協

会」、事業名は「2024年度春季グラウンド・ゴルフ交歓大会」です。 

４件目は、専決処分日は４月８日、団体名は「羽曳野市少年軟式野球連盟」、事

業名は「キッズボールパーク」です。 

いずれも、後援名義等使用許可実績のある事業となります。 

 

報告は以上です。 

 

 

日程第５  その他 

事務局より、今後の日程について連絡がありました。 

 

 

教育長より、次回の５月定例教育委員会議を、５月 23日（木）に予定すること

通知しました。 

 

 

 

[ 教育長 閉会の挨拶 ]    閉会：午前 11時 10分 

 

 

 

 

 

 

 

 


